


申請方法について

【窓口・郵送による申請】

省エネ家電購入促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第１号)に、必要書類を添付して提出してくだ

さい。

〇　必要書類

①購入した補助対象設備の税抜価格及び支払が完了していることを確認できる書類

　（例）レシート、領収書など

②購入した事業所の所在地が確認できる書類

（例）レシート、領収書など

③購入した補助対象設備のメーカー又はブランド、機種名及び型式が確認できる書類

（例）カタログ、メーカー保証書など

④補助対象設備の設置状況が確認できる写真

※　配達に係る証明書は不可

〇　申請受付期間

令和５年１２月１日（金曜日）から令和６年３月３１日（日曜日）まで

　※　郵送の場合は令和６年３月３１日（日曜日）消印有効

〇　受付場所

〒３２５-８５０１　那須塩原市共墾社１０８番地２

那須塩原市役所　気候変動対策課（本庁舎５階）　午前８時３０分から午後５時１５分まで

　※　西那須野支所、塩原支所及び箒根出張所では受け付けていません

　※　土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く

〇　申請用紙の取得方法

　市ホームページからダウンロードしてください。また、那須塩原市役所　気候変動対策課（本庁舎５

階）でも配布しています。

【インターネット（電子）による申請】

・「那須塩原市どこでも窓口」による申請を初めて利用する場合は、利用者登録

が必要です。

・必要書類、申請受付期間は、窓口・郵送による申請と同じです。

・２４時間申請が可能です。

・必要書類は撮影した画像データのアップロードにより提出してください。

【その他】

・　申請内容に不備がある場合、書類の再提出していただく場合があります。その場合、必要書類がすべ

　て揃った時点で申請を受け付けます。

　・　補助金の交付に当たっては、別途、省エネ家電購入促進事業補助金交付請求書（様式第13号）の提出

が必要です。


